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第１章    総    則 
 

  本仕様書は、燕・弥彦総合事務組合「以下（当組合）という。」が発注する「燕・弥彦総合

事務組合環境センター 廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業 ストーカ炉長寿命化工事第１

期工事」に適用する。 

 

第１節  計画概要 

１ 一般概要 

燕・弥彦総合事務組合環境センター(ストーカ炉)は、すでに稼働後 26 年半を経過してい

る。処理機能状況は、計画ごみ質よりはるかに高カロリーなごみ焼却により、処理は定格の

50％程度に落ちている。また、施設状況は平成 12 年度に排ガス高度処理施設及び灰固形化

施設整備工事を実施し、大部分の機器が更新されたが、それからも 10 年が経過し、各所に

経年劣化が進んでいる。さらに、高カロリーごみ焼却に伴う焼却炉(耐火物、火格子)の劣化

や誘引送風機付近から騒音が発生しており周辺住民からの苦情も発生しており、したがって、

今後、中長期にわたり施設を安定かつ適切に稼働させるためには、抜本的な延命化対策を行

う必要がある。 

このことから、厳しい財政状況の中で、コスト縮減を図りつつ、今後安定したごみ焼却を

確保するため、プラント設備の主要部分を大幅に更新する大規模改修を実施し、これにより

向こう１５年程度の延命化を図るものである。なお、国の交付金を得るため、24 時間稼働に

変更するとともに、ＣＯ2削減対策も併せて実施するものとする。 

なお、本工事の計画及び施工に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（平成 9

年 8 月に改正）」、「ごみ処理施設性能指針（平成 10 年 10 月）」及び関連法規等を遵守す

るものとする。 

 

２ 工事名 

燕・弥彦総合事務組合環境センター 廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業  

スト-カ床炉長寿命化工事第 1期工事 

 

３ 施設規模（現在） 

   40t/16h×2 炉      計 80t/16h 

 

４ 工事場所 

    新潟県燕市吉田吉栄 777 番地 
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5 全体計画 

本改良工事は、長期延命化及びＣＯ2 削減対策を目的に２工事に分け、既設機械設備の更新

改良・補修を行うものとする。 

その１････平成 22 年度事業 

その２････平成 22 年度～26 年度事業 

その内容は、別表に示すとおりである。 

  

６ 特記事項 

 1) 全炉停止期間 

本整備工事は原則として、1 炉を稼働しながら 1 炉を改修するものとする。工事の都合上、

全炉停止期間が生じることがあれば、これが極力短くなるよう、工法、工程を工夫するこ

と。 

 2) 既存設備の移設 

工事計画上または施工の方法上、既存の設備、装置、機器が障害となる場合は、当組合

の承諾を得てこれを撤去または移設してよいものとする。 

 3) 流動床施設との調整 

本工事以外に、同一敷地内の流動床炉についても同一の工事実施するため、工事期間中

は連絡を密に取り合い調整を行い、適正に工事が完了すること。 

 

７ 本工期(全体では平成 22 年度から平成 26 年度の 5 ｶ年事業) 

     契約の日から平成 23 年 3 月 31 日 
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本工事分

更新、補修、整備等 詳細 有 無 H22 H23 H24 H25 H26
受入れ・
供給設備 1 ごみｸﾚ-ﾝ改良 更新改良 横行・走行用電動機をインバータ制御したクレーン設備に改良する。制御盤室を設ける。 ○ ○

2 投入ﾎｯﾊ・ｼｭ-ﾄﾟ改良 更新改良 ケーシングの材質及びシュート内面耐火物を高耐久性に改良する。開口部は機器搬出入に利用。 ○ ○ ○

3 給じん装置改良 更新改良 材質を高耐久性に改良する。 ○ ○ ○

4 乾燥ｽﾄ-ｶ改良【水冷化】 更新改良 水冷ストーカシステム（水冷化付属機器を含む）を改良導入する。 ○ ○ ○

5 燃焼ｽﾄ-ｶ改良 更新改良 摺動子取替及び給油方式を自動給油に改良する。 ○ ○ ○

6 炉体耐火物改良 補修 燃焼室耐火壁の材質を改良する。 ○ ○ ○ ○

7 段差ｼｭ-ﾄ耐火物打設 補修 段差ｼｭｰﾄ部耐火物を補修する。 ○ ○

燃焼ｶﾞｽ
冷却設備 8 ｶﾞｽ冷却室ﾎﾟﾝﾌﾟ改良 更新改良 高効率モータ型ポンプに改良する。交互運転制御に改良する。 ○ ○

9 減温水ﾎﾟﾝﾌﾟ改良 更新改良 高効率モータ型ポンプに改良する。交互運転制御に改良する。 ○ ○

10 減温水ﾉｽﾞﾙ圧縮空気配管更新 補修 減温水ノズル配管を更新する。 ○ ○

11 押込送風機改良 更新改良 ファン能力の見直しや高効率化を図る。これに伴う鉄工フードに改良する。 ○ ○ ○

12 IDF～煙突間ﾀﾞｸﾄｻｲﾚﾝｻ取付 補修 防音対策用としてダクトサイレンサーの取付をおこなう。 ○ ○

13 煙突防音補強 補修 煙突旧バイパスダクト塞ぎ鉄板の防音補強を行う。 ○ ○

14 炉下ｺﾝﾍﾞﾔ改良 更新改良 間欠運転化や高効率化を図る。 ○ ○ ○

15 主灰出しｺﾝﾍﾞﾔ改良 更新改良 間欠運転化や高効率化を図る。メンテナンス性を考慮し２系列化を図る。 ○ ○

16 灰ｸﾚ-ﾝ改良 更新改良 横行・走行用電動機をインバータ制御したクレーン設備に改良する。 ○ ○

17 ｶﾞｽ冷却室下灰掻寄機改良 更新改良 間欠運転化や高効率化を図る。機器搬出入のため上部屋根を一時撤去・復旧（葺替）する。 ○ ○ ○

18 空気予熱器下灰掻寄機改良 更新改良 間欠運転化や高効率化を図る。機器搬出入のため上部屋根を一時撤去・復旧（葺替）する。 ○ ○ ○

19 減温塔下灰掻寄機改良 更新改良 間欠運転化や高効率化を図る。機器搬出入のため上部屋根を一時撤去・復旧（葺替）する。 ○ ○ ○

20 ｶﾞｽ冷却室下ｺﾝﾍﾞﾔ改良 更新改良 間欠運転化や高効率化を図る。機器搬出入のため上部屋根を一時撤去・復旧（葺替）する。 ○ ○ ○

21 ﾀﾞｽﾄｺﾝﾍﾞﾔ改良 更新改良 間欠運転化や高効率化を図る。機器搬出入のため上部屋根を一時撤去・復旧（葺替）する。 ○ ○

22 ﾀﾞｽﾄ処理装置薬剤ﾕﾆｯﾄ移設 移設 上記17-21の各種コンベヤ設置・改良に伴い移設する。 ○ ○

23 ﾀﾞｽﾄﾊﾞﾝｶ-歩廊仕舞 補修 バンカ天端への粉塵飛散防止対策を講じる。 ○ ○

24 受変電設備改良 更新改良 変圧器を高効率型に改良する。 ○ ○

25 幹線動力設備改良 更新改良 ＩＮＶ盤、ＡＦ盤を導入し誘引送風機等のインバータ化を図る。 ○ ○ ○ ○

26 非常用発電設備改良 更新改良 水冷ストーカシステム導入を考慮した非常用発電装置に改良する。 ○ ○

27 中央制御盤改良 部分更新改良 ストーカ改造、２４時間化及びインバータ導入に伴う制御を改良する。 ○ ○ ○

28 ﾌﾟﾗﾝﾄ室屋根改良 部分更新改良
更新・改造機器をプラント室屋根から搬出入するため屋根を全面撤去後葺き替え改良する（遮熱塗装）。あ
わせて屋根面の電動ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀを自然換気ﾓﾆﾀｰに改良する。

○ ○ ○

29 ﾌﾟﾗﾝﾄ室建屋改良塗装 更新改良
上記に加えて外壁修補のうえ遮熱塗装を使用しプラント室の熱上昇を低減する。また、24時間運転化に伴い
宿直仮眠室が必要なので工場の室の一部の間仕切を改良し設置する。

○ ○

30 給気ファン改良 更新改良 ファン能力の見直しやインバータ化および高効率化を図る。これに伴う吸音BOXと鉄工フードに改良する。 ○ ○

31 誘引送風機室防音工事 補修 誘引送風機ｲﾝﾊﾞｰﾀ化に伴い、損傷著しい防吸音材を張替更新する。 ○ ○

建築設備

改良事業内容(ストーカ炉全体)

設備機器
整備内容

電気・計装
設備

排ｶﾞｽ
処理設備

通風設備

交付金対象の有無

灰出し設備

事業年度
設備 No.

燃焼設備
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第２節  計画要目 

１ 処理能力 

 1) 公称能力 

指定されたごみ質の範囲（低質ごみ～高質ごみ）内で、１炉 30t/24h の処理能力を有す

ること。 

 

 2) 計画ごみ質 

 

                    低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 

 水     分  （％）     64.0     59.0     41.0    

 可    燃    分   （％）     26.0       30.0     46.0    

 灰         分   （％）     10.0       11.0     13.0    

 低位発熱量  （kJ/kg）    3,350    4,190    7,540 

元
素
組
成
（
湿
物
中
） 

炭     素   （％） 12.73 14.69 22.53 

水     素   （％）  1.81  2.09  3.20 

窒       素   （％）  0.38  0.44  0.68 

酸       素   （％）  11.05 12.75 19.55 

硫       黄   （％）  0.02  0.03  0.04 

塩       素   （％）  0.00  0.00  0.00 

 

２ 炉数 

    30ｔ/24ｈ×2炉 

 

３ 炉形式 

    全連続燃焼式 

 

４ 稼働時間 

1 日 24 時間運転 
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５ 主要設備方式 

 1) 運転方式 

本ごみ焼却施設「以下（本施設という）」は 16 時間運転から、24 時間連続運転へ変更す

る。 

 2) 設備方式 

  (1) 受入れ供給設備     ピット＆クレーン方式 

  (2) 燃焼設備           ストーカ式焼却炉 

  (3) 燃焼ガス冷却方式     水噴射式 

  (4) 排ガス処理設備     バグフィルタ 

                        乾式塩化水素除去装置                         

  (5) 給水設備           生 活 系       ：上水                                 

                           プラント系 ：上水 

  (6) 排水処理設備       生活系、プラント系：場内循環使用無放流方式 

                ごみピット汚水：高温酸化処理 

  (7) 余熱利用設備       なし 

  (8) 通風設備           平衡通風方式 

  (9) 灰出し設備          主灰：灰ピット＆クレーン方式 

飛灰：キレート処理装置＋バンカ 

 

６ 焼却条件         

 1) 炉内温度 

      燃焼室出口温度      800℃以上 950℃以下 

 2) 一酸化炭素濃度 

    煙突出口      100ppm 以下（酸素 12％換算値の 1時間平均値）  

 3) 集じん機入口温度      200℃未満 

 4) 焼却残渣熱灼減量      10％以下 

 

７ 公害防止基準       

 1) 排出ガス基準 

  (1) ばいじん濃度      0.02 g/m３Ｎ以下 （O２=12 ％換算） 

  (2) 塩化水素濃度        250 ppm 以下 （O２=12 ％換算） 

  (3) 硫黄酸化物排出量   K 値=17.5 より算出される値以下 

  (4) 窒素酸化物濃度      250 ppm 以下 （O２=12 ％換算） 
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  (5) ダイオキシン類濃度   

排ガス       5 ng-TEQ/N㎥以下（O２=12 ％換算） 

 2) 騒音基準 

全炉定格負荷時に敷地境界線上で工事後の騒音値が工事前の騒音値を超えないこと。な

お、既設の騒音基準値は以下のとおりである。    

              朝  （ 6:00 ～ 8:00） 60dB 以下 

              昼間（ 8:00 ～18:00） 65dB 以下 

              夕  （18:00 ～22:00） 60dB 以下 

              夜   (22:00 ～ 6:00） 50dB 以下 

 3) 振動基準 

     全炉定格負荷時に敷地境界線上で工事後の振動値が工事前の振動値を超えないこと。なお、

既設の振動基準値は以下のとおりである。 

              昼間（ 8:00 ～20:00） 65dB 以下 

              夜  （20:00 ～ 8:00） 60dB 以下 

4) 悪臭基準値 

全炉定格負荷時に敷地境界線上で工事後の悪臭値が工事前の悪臭値を超えないこと。な

お、既設の悪臭基準値は以下のとおりである。 

臭気指数          10 以下 

アンモニア    1  ppm 以下 

メチルメルカプタン         0.002 ppm 以下 

硫化水素     0.02 ppm 以下 

硫化メチル     0.01  ppm 以下 

二硫化メチル          0.009  ppm 以下 

トリメチルアミン    0.005  ppm 以下 

アセトアルデヒド    0.05  ppm 以下 

プロピオンアルデヒド   0.05  ppm 以下 

ノルマルブチルアルデヒド   0.009  ppm 以下 

イソブチルアルデヒド   0.02  ppm 以下 

ノルマルバレルアルデヒド    0.009  ppm 以下 

イソバレルアルデヒド   0.003  ppm 以下 

イソブタノール    0.9  ppm 以下 

酢酸エチル     3  ppm 以下 

メチルイソブチルケトン   1 ppm 以下 

トルエン     10 ppm 以下 

スチレン     0.4  ppm 以下 
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キシレン     1  ppm 以下 

プロピオン酸           0.03  ppm 以下 

ノルマル酪酸         0.001  ppm 以下 

ノルマル吉草酸   0.0009  ppm 以下 

イソ吉草酸    0.001 ppm 以下 

5) 集じん灰処理物の溶出基準 

              カドミウム                0.3 mg/ℓ 以下 

              鉛                        0.3 mg/ℓ 以下 

              六価クロム                1.5 mg/ℓ 以下 

              ひ素                      0.3 mg/ℓ 以下 

              水銀                    0.005 mg/ℓ 以下 

              セレン                    0.3 mg/ℓ 以下 

              シアン          0.01 mg/ℓ 以下 

アルキル水銀           検出されないこと 

6) 作業環境基準 

    粉じん濃度             2 mg/㎥以下 

 

８ ＣＯ2削減率 

本改良工事前後において、ＣＯ2削減率を３％以上とすること。 

 

９ 環境保全 

公害関係法令及びその他の法令などに適合し、これらを遵守し得る構造・設備とすること。 

 

１０ 運転管理 

本施設の運転管理は、安全性、安定性を考慮しつつ、集中監視、集中制御、ＩＴＶ等を利

用して各工程を能率化することによって経費の節減を図ること。 

 

１１ 安全衛生管理 

運転管理における安全の確保（保守の容易さ、作業の安全、各種保安装置及び必要な機

器の予備の確保、バイパス、バルブ等の適所への設置など）に留意すること。 

また、関連法令に準拠して、安全、衛生設備を完備するほか、作業環境を良好な状態に

保つことに留意し、換気、騒音防止、必要照度の確保、ゆとりあるスペースの確保に心が

けること。特に機器等で室内騒音が約 80dB を超えると予想されるものについては、機能

上及び保守点検上支障のない限度において、減音対策を施すこと。 
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第３節  施設機能の確保 

 

１ 適用範囲 

本仕様書は、本工事の基本的内容について定めるものであり、本仕様書に明記されない事

項であっても、本工事の目的達成のために必要な設備（装置）、または工事の性質上当然必

要と思われるものについては記載の有無にかかわらず、工事受注者（以下「受注者」とい

う。）の責任において全て完備すること。 

 

２ 疑義 

受注者は、本仕様書、設計図書または工事施工中に疑義の生じた場合には、その都度書面

にて当組合と協議しその指示に従うとともに、記録を提出すること。 

 

３ 変更     

1) 実施設計完了後、設計図書中に本仕様書に適合しない箇所が発見された場合には、受注

者の責任において設計図書に対する改善・変更を行うものとする。 

2) その他本工事にあたって変更の必要が生じた場合は、当組合の定める契約条項によるも

のとする。 

 

４ 性能と規模 

本施設に採用する設備、装置及び機器類は、本工事の目的達成のために必要な能力と規模

を有し、かつ燃料・電力・薬剤等を含む管理的経費の節減を十分考慮したものでなければな

らない。 
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第４節  材料及び機器 

 

１ 使用材料及び機器は全てそれぞれ用途に適合する欠点のない製品で、かつ全て新品とし、

日本工業規格(JIS) 、電気学会電気規格調査会標準規格(JEC) 、日本電気工業会標準規格

(JEM) 、日本水道協会規格（JWWA）、空気調和・衛生工学会規格（HASS）、日本塗料工業会

規格(JPMA)等の規格が定められているものは、これらの規格品を使用しなければならない。

なお、当組合が指示した場合は、使用材料及び機器等の立会検査を行うものとする。 

 

２ 特に高温部に使用される材料は耐熱性に優れたものを使用し、また、酸、アルカリ等腐食

性のある条件下で使用される材料についてはそれぞれ耐酸、耐アルカリ性を考慮した材料を

使用すること。 

 

３ 使用する材料及び機器は、過去の実績、公的機関の試験成績等を十分検討の上選定し、極

力メーカーを統一し、また、既設の使用機器メーカーとの統一にも努めること。 
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第５節  試運転及び指導期間 

 

１ 試運転 

 1) 工期内に試運転を行うこと。この期間は空運転、乾燥焚、負荷運転（性能試験を含む）を

30 日間以上、引渡性能試験合格後の引渡しまでとする。 

 2) 試運転は、受注者が当組合とあらかじめ協議のうえ作成した実施要領書に基づき、当組合

の指揮の基に行うものとする。 

 3) 試運転の実施において支障が生じた場合は、当組合が現場の状況を判断し指示するものと

する。受注者は試運転期間中の運転記録を作成し、提出すること。 

 4) この期間に行われる調整及び点検には、当組合の立会を要し、発見された補修箇所及び物

件については、その原因及び補修内容を当組合に報告すること。 

    なお、補修に際して、受注者はあらかじめ補修実施要領書を作成し、当組合の承諾を得る

ものとする。 

 

２ 運転指導 

 1) 受注者は本施設に配置される職員に対し、施設を円滑に操業するため、機器の運転、管理

及び取扱いについて、教育指導計画書に基づき、必要にして十分な教育と指導を行うこと。

なお、教育指導計画書等は、あらかじめ受注者が作成し、当組合の承諾を得ること。 

 2) 運転指導は 30 日間とし、工事完了後上記試運転期間中に行うものとする。なお、運転指

導期間以外であっても教育指導を行う必要が生じた場合、または、教育指導を行うことが

より効果が上がると判断される場合には当組合と協議のうえ実施すること。 

 

３ 試運転及び運転指導にかかる経費 

本工事完了までの試運転及び運転指導に必要な費用については、下記のとおりとする。ご

みの搬入、主灰・飛灰固化物等の搬出・処分、電気、補助燃料、水道、薬品（消石灰）等ご

み処理に必要な経費については当組合の負担とする。 

前記以外は受注者の負担とする。但し前記のものであっても、薬品、補助燃料等で試運転、

運転指導等、本工事使用分が明確に区分できるものについては、受注者の負担とする。 
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第６節  性能保証 

 

１ 性能試験 

 1) 引渡性能試験条件 

    引渡性能試験は次の条件で行うものとする。 

  (1) 引渡性能試験における焼却炉の運転はできるだけ当組合が実施するものとし、機器の調

整、試料の採取、計測・分析・記録等その他の事項は受注者が実施すること。 

  (2) 引渡性能試験における性能保証事項等の計測及び分析の依頼先は、法的資格を有する第

三者機関とすること。但し、特殊な事項の計測及び分析については、当組合の承諾を得て

他の適切な機関に依頼することができる。 

  (3) 引渡性能試験の結果、性能保証を達成できない場合、受注者は必要な改造、調整を行い、

改めて引渡性能試験を実施すること。 

 2) 引渡性能試験方法 

受注者は、引渡性能試験を行うにあたって、あらかじめ当組合と協議のうえ、試験項目

及び試験条件に基づいて試験の内容及び運転計画等を明記した引渡性能試験要領書を作成

し、当組合の承諾を得なければならない。 

性能保証事項に関する引渡性能試験方法（分析方法、測定方法、試験方法）は、それぞ

れの項目ごとに関係法令及び規格等に準拠して行うこと。但し、該当する試験方法のない

場合は、最も適切な試験方法を当組合に提出し、承諾を得て実施するものとする。なお、

この検査に要する費用は受注者の負担とする。 

なお、引渡性能試験方法は以下を基本とする。 

①各炉別定格運転時(騒音、振動、臭気、ＣＯ2削減率を除く全項目) 

②全炉定格運転時(騒音、振動、臭気、ＣＯ2削減率) 

 3) 予備性能試験 

引渡性能試験を順調に実施し、かつその後の完全な運転を行うために、受注者は、引渡

性能試験の前に 2 日以上の予備性能試験を行い、予備性能試験成績書を引渡性能試験前に

当組合に提出しなければならない。 

予備性能試験成績書は、この期間中の施設の処理実績及び運転データを収録、整理して

作成すること。 

 4) 引渡性能試験 

工事期間中に引渡性能試験を行うものとする。この場合、試験に先立って 1 日以上前か

ら定格運転に入るものとし、引き続き処理能力に見合った焼却量における試験を 2 日以上

連続して行うものとする。 

引渡性能試験は、当組合立会のもとに２.2)項に規定する性能保証事項について実施する

こと。 
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２ 保証事項 

 1) 責任施工 

本施設の処理能力及び性能は全て受注者の責任により発揮させなければならない。また、

受注者は設計図書に明示されていない事項であっても性能を発揮するために当然必要なも

のは、当組合の指示に従い、受注者の負担で施工しなければならない。 

 2) 性能保証事項 

  (1) ごみ処理能力及び公害防止基準 

ごみ処理能力として設計処理能力を確保した上で、以下の項目について「第２節 計画

要目」に記載された数値に適合すること。 

 ① ６焼却条件 

    ②  ７公害防止基準 

    ③  ８ ＣＯ2削減率 

  (2) ＣＯ2 削減率 

 (3) 緊急動作試験 

非常停電、機器故障など本施設の運転時に想定される重大事故について、緊急動作試験

を行い、本施設の機能の安全を確認するものとする。 

 



 

13  

第７節  保証期間 

 

１ 保証期間 

  本施設の保証期間は、正式引渡しの日より１年間とする。当組合と受注者が協議の上、別

に定める消耗品についてはこの限りでない。 

 保証期間中に生じた設計、施工及び材質、並びに構造上の欠陥による全ての破損及び故障

等は受注者の負担において速やかに補修、改造、または取替を行わなければならない。 

  ただし、当組合側の誤操作及び天災等の不測の事故に起因する場合はこの限りではない。 
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第８節  設備整備範囲 

 

  本仕様書で定める設備整備範囲は、次のとおりとする。 

【交付金対象事業】 

 1) 通風設備工事 

(1) 押込送風機更新 

 2) 灰出し設備工事 

(1) 炉下コンベヤ更新 

 3) 建築機械設備工事 

(1) 給気ファン更新 

4) 電気・計装設備工事 

   (1) 幹線動力設備更新 

    

【交付金対象外事業】 

 1) 燃焼設備工事 

(1) 炉体耐火物改良 

(2) 段差シュート耐火物打替 

 2) 通風設備工事 

 (1) 煙道ダクトサイレンサー設置 

(2) 煙突防音補強 
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第９節  提出設計図書 

 

１ 実施設計図書 

  受注者は契約後ただちに実施設計に着手するものとし、実施設計図書として次のものを提

出すること。ただし、本工事に関連するもののみとする。 

仕様書類    Ａ４判 ４部 

図面類        Ａ１判 ４部 

図面類（縮小版）Ａ３判 ４部 

 1) 性能曲線図 

 2) 設計計算書 

  (1) 物質収支 

  (2) 熱収支（熱精算図） 

  (3) 用役収支 

  (4) 容量計算、性能計算、構造計算（主要機器について） 

 3) 設計計算書 

 4) ＣＯ2削減計算書 

 5) 施設全体配置図、主要平面、断面、立面図 

 6) 各階機器配置図 

 7) 主要設備組立平面図、断面図 

 8) 計装系統図 

 9) 電気設備図 

 10) 配管設備図 

 11) 負荷設備一覧表 

 12) 工事仕様書（仮設計画、安全計画を含む） 

 13) 工事工程表 

 14) 内訳書 

 15) 予備品、消耗品リスト 

 16) その他指示する図書 

 

２ 施工承諾申請図書 

  受注者は、実施設計に基づき工事を行うものとする。工事施工に際しては事前に承諾申請

図書により当組合の承諾を得てから着工すること。図書は次の内容のものを各４部提出する

こと。ただし、本工事に関連するもののみとする。 

 1) 土木・建築及び設備機器詳細図 

     （構造図、断面図、各部詳細図、組立図、主要部品図、付属品図） 
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 2) 各承諾図書提出計画表 

 3) 施工要領書 

     （搬入要領書、据付要領書を含む） 

 4) 検査要領書 

 5) その他必要な協議資料 

 6) 計算書、検討書 

 7) 打合せ議事録（営業日 4日以内に提出） 

 8) その他必要な図書 

 

４ 完成図書 

  受注者は、工事竣工に際して完成図書として次のものを提出すること。ただし、本工事に

関連するもののみとする。 

 1) 竣工図                                ３部 

 2) 竣工図縮少版「Ａ３判」            ３部  

 3) 竣工原図（第２原図）         １部  

 4) 取扱い説明書                          ５部 

 5) 試運転報告書（予備性能試験を含む）    ３部 

 6) 引渡性能試験報告書                    ３部 

 7) 単体機器試験成績書                    ３部 

 8) 機器台帳                              ３部  

 9) 打合議事録                ２部 

 10) その他指示する図書               部   

 

５ 各種申請図書 

  受注者は、本組合が国等へ提出する次の書類を本組合の指示に従って、必要部数を作成し、

提出すること。ただし、本工事に関連するもののみとする。 

 1) 事業実績報告書                         部 

 2) その他指示するもの              部  
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第 10 節  検査及び試験 

 

 工事に使用する主要機器、材料の検査及び試験は下記による。 

 

１ 立会検査及び立会試験 

  指定主要機器、材料の検査及び試験は、当組合の立会のもとで行うこと。ただし、当組合

が特に認めた場合には受注者が提示する検査（試験）成績表をもってこれに代えることがで

きる。 

 

２ 検査及び試験の方法 

  検査及び試験は、あらかじめ当組合の承諾を得た検査（試験）要領書に基づいて行うこと。 

 

３ 検査及び試験の省略 

 公的またはこれに準ずる機関の発行した証明書等で成績が確認できる機器については、検

査及び試験を省略できる場合がある。 

 

４ 経費の負担 

  工事に係る検査及び試験の手続きは受注者において行い、これに要する経費は受注者の負

担とする。ただし、当組合の検査員の旅費は当組合の負担とする。 

 

５ 機器の工場立会検査 

  当組合が指示する機器については工場立会い検査を実施する。 
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第 11 節  正式引渡し 

 

  工事竣工後、本施設を正式引渡しするものとすること。 

 工事竣工とは、第１章第８節に記載された設備整備範囲の工事を全て完了し、同第６節によ

る引渡性能試験により所定の性能が確認された後、契約書に規定する竣工検査を受け、これに

合格した時点とする。 
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第 12 節  その他 

 

１ 関係法令等の遵守 

  本工事の設計施工にあたっては、関係法令等（建設大臣官房官庁営繕部建築工事共通仕様

書、建設大臣官房官庁営繕部機械設備工事共通仕様書、建設大臣官房官庁営繕部電気設備工

事共通仕様書等）を遵守しなければならない。 

 

２ 許認可申請 

  工事内容により関係官庁へ認可申請、報告、届出等の必要がある場合にはその手続きは受

注者の経費負担により速やかに行い、当組合に報告すること。また、工事範囲において当組

合が関係官庁への許認可申請、報告、届出等を必要とする場合、受注者は書類作成等につい

て協力し、その経費を負担すること。 

 

３ 施 工 

  本工事施工に際しては、次の事項を遵守すること。 

 1) 安全管理 

  工事中の危険防止対策を十分に行い、併せて作業従事者への安全教育を徹底し、労務災

害の発生がないよう努めること。 

 2) 現場管理 

  資材搬入路、仮設事務所等については、当組合と十分協議して確保すること。また、整

理整頓を励行し、火災、盗難等の事故防止に努めること。なお、本工事は１炉稼働しなが

らの工事になるので、運転中の炉の運転、点検整備等に支障を生じないよう十分配慮する

こと。 

 3) 仮 設 

  工事に必要な仮設工事は受注者の見込みにより計画すること。なお、工事用電源として

仮設電源を計画すること。 

 4) 発生材の処理 

  工事に際して生じる発生材は、全て構外に搬出し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」、「再生資源の利用の促進に関する法律」、「建設副産物適正処理推進要項」、「厚

生労働省通知による廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策につい

て（平成 13 年 4 月 25 日付）」、その他関係法令等に従い適正に処理し、当組合に報告す

ること。 

 5) 復 旧 

  他の設備、既存物件等の損傷、汚染防止に努め、万一損傷、汚染が生じた場合は当組合

と協議の上、受注者の負担で速やかに復旧すること。 
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 6) 保 険 

  本施設の施工に際しては、火災保険または組立保険等に加入すること。 

 

４ 予備品及び消耗品 

  本工事範囲の設備における予備品及び消耗品は組合と協議の上必要なものを納入すること。 

 1) 予備品の数量 

 予備品は、引き渡し後１年間に必要とする数量以上とする。ただし、引き渡し１年後の

時点で必要数量の 100％が残存していること。 

 2) 消耗品の数量 

  消耗品は、引き渡し後１年間に必要とする数量以上とすること。 

 

 



 

21  

第２章  機械設備工事仕様 
 

第１節  各設備共通仕様 

１ 歩廊・階段等 

 プラントの運転及び保全のため、改修機器等の周囲に歩廊、階段、点検台等を設けること。

なお、これらの設置については、次のとおりとする。 

 1) 階段の高さが 4m を超える場合は、原則として高さ 4m 以内ごとに、踊場を設けること。 

 2) 梯子の使用はできる限り避けること。 

 3) 歩廊、階段の幅は原則として 800mm 以上とすること。通路及び歩廊については原則として

行き止まりを設けてはならない。 

 4) 主要通路の有効高さは原則として 2,300mm 以上とすること。 

 5) 階段の傾斜面は、原則として水平に対して 40 度以下とし、階段の傾斜角、けあげ、踏面

の寸法は極力統一を図ること。 

 6) 機械の回転及び突起部周辺の通路は狭くなりがちであるので、通路幅に余裕をもって計画

すること。 

 7) 保守点検、操作に必要な歩廊、階段、点検台等の床は原則として既設と同等品以上とする

こと。但し、点検口前等保守点検時にダストの飛散の可能性がある箇所、点検作業の際に

必要と認められる箇所はチェッカープレートとすること。 

 8) 手摺仕様は、原則として既設と合わせること。 

 9) 歩廊、手摺り下にはトウプレートを設置すること。 

 

２ 防熱、保温 

 高温配管等人が触れ火傷するおそれのあるもの及び集じん器、煙道等低温腐食を生じるお

それのあるものについては、必ず防熱施工、保温施工すること。保温材はケイ酸カルシウム、

グラスウールまたはロックウールとすること。 

 

３ 防じん 

  電動機は、防じん形（JP54 等）を計画すること。また、電気制御盤等に埃がたまらないよ

うにケーブル部の仕舞いに配慮すること。 

 

４ 配管 

 1) 勾配、保温、火傷防止、防露、防錆、防振、凍結防止、エア抜き等を考慮して計画し、つ

まりが生じやすい流体用の管には掃除が容易なように適所にフランジ、ユニオン等の継手

を考慮すること。 

 2) 管材料は以下に示す表を参考として、使用目的に応じた最適なものとすること。 
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 3) 汚水系統の配管材質は、管（外面、内面）の腐食等に対して、ステンレス鋼管、硬質塩化

ビニルライニング鋼管等適切な材質を選択すること。 

 

規 格    名  称  材質記号   適 用 流 体 名       備    考 

JIS 

G 3454 

圧力配管用 

    炭素鋼鋼管 

STPG370E 

SCH80 

高圧油系統 圧力4.9～13.7MPaの高圧配 

管に使用する。 

JIS 

G 3455 

高圧配管用 

    炭素鋼鋼管 

STPG370E 

SCH140 

高圧油系統 圧力20.6MPa以下の高圧配 

管に使用する。 

JOHS 

  102 

油圧配管用 

精密炭素鋼鋼管 

OST-2 高圧油系統 圧力34.3MPa以下の高圧配 

管に使用する。 

JIS 

G 3452 

配管用 

    炭素鋼鋼管 

SGP-E 

SGP-B 

雑用空気系統 

燃料油系統 

排水・汚水系統 

温水系統 

圧力980kPa未満の一般配管 

に使用する。 

JIS 

G 3457 

配管用アーク 

溶接炭素鋼鋼管 

STPY 400 排気系統 圧力980kPa未満の大口径配 

管に使用する。 

JIS 

G 3452 

配管用 

    炭素鋼鋼管 

SGP(W) 上水系統 

プラント用水系統 

冷却水系統 

計装用空気系統 

圧力980kPa未満の一般配管 

で亜鉛メッキ施工の必要な 

ものに使用する。 

JIS 

K 6741 

硬質塩化 

    ビニル管 

VP,VU 酸・ｱﾙｶﾘ薬液系統 

水道用上水系統 

温水系統 

圧力980kPa未満の左記系統 

の配管に使用する 

  － 樹脂ライニング 

          鋼管 

SGP＋樹脂 

   ﾗｲﾆﾝｸﾞ 

酸・ｱﾙｶﾘ薬液系統 流体使用に適したライニン 

グを使用する（ｺﾞﾑ・ﾎﾟﾘｴﾁ 

ﾚﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ等） 

JIS 

G 3442 

水道用亜鉛 

  メッキ鋼管 

SGPW 水道用上水系統 静水頭100m以下の水道で主 

として給水に用いる。 

 

５ 塗装については、耐熱、耐薬品、防食、配色等を考慮すること。なお、配管の塗装につい

ては、各流体別に色分けし、流体表示と流れ方向を明記すること。 

 

６ 鋼板製の受変電盤、配電盤、監視盤、制御盤、操作盤等の構造は以下によること。   

  箱体             SPHC t＝2.3mm 
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    前面枠及び扉    SPHC t＝3.2mm（ただし、面積 0.9m２以下の場合は 2.3mm） 

    底板             SPHC t＝2.3mm 

    仕切り板         SPHC t＝2.3mm 

  スタンション     SGP(W)  50A 

  塗装膜厚     内面 40μm 以上、外面 60μm 以上 

注）ただし屋外設置の場合は SUS 製とする 

 扉を鍵付きとする場合は、共通キーとすること。なお、塗装は盤内外面とも指定色とし、

塗装方法はメラミン焼付塗装または粉体塗装（いずれも半艶）とすること。また、表示ラン

プ、照光式スイッチ、アナンシエータ等の光源には LED 球を用いること。 

 

７  寒冷地対策 

 1) 配管・弁・ポンプ・タンク等の運転休止時の凍結防止は原則として水抜き処置によるが、

運転時に凍結の恐れのあるものは、保温又はヒータ等の加温設備を設けること。 

 2) 計装用空気配管の凍結防止対策として、計装用空気は除湿すること。 

 3) 凍結の恐れのある薬品貯槽には、ヒータ等凍結防止対策を講ずること。 

 4) 屋外設置の電気機器、盤類の凍結防止、雪の吹込防止対策を講ずること。 

 

８ 地震対策 

  建築基準法、消防法、労働安全衛生法等の関係法令に準拠した設計とし、次の点を考慮し

たものとすること。 

1) 電源あるいは計装用空気源が断たれたときは、各バルブ・ダンパ等の動作方向はプロセ

スの安全サイドに働くようにすること。 

 

９ その他 

 1) 必要な箇所に荷役用ハッチ、吊り具を設けること。 

 2) 道路を横断する配管、ダクト類は道路面からの有効高さを 4m（消防との協議）以上とす

ること。 
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第２節 通風設備 

 

１ 押込送風機【交付金対象事業】 

本装置の更新は別途発注者が計画するストーカ炉の水冷化システム導入に伴っておこなう

ものである。また、風圧についても炉の円滑な燃焼に必要かつ十分な静圧を有するものとす

る。 

1) 形  式        ターボ型／高効率仕様 

2) 数  量                 １ 基(2 号炉) 

3) 主要項目（１基につき） 

風  量         ㎥/min 

風  圧         MPa 

風量制御方式 

風量調整方式     コントロールダンパ 

電 動 機       200V× P×  kW 

操作方式       自動、遠隔・現場手動 

4) 設計基準 

(1) ドレン抜きをファンケーシングに設けること。 

(2) ファンの点検、清掃が容易に行えるように点検口を設けること。 

(3) 据付けに際しては振動防止対策を講じること。 

5) その他(付属機器)     鉄工フード、チャンバー 

 

２ 煙道ダクトサイレンサー【交付金対象外事業】 

本装置は誘引送風機側から発生している騒音を減音するものであり、必要な減音対策を講

じるものとする。 

1) 形  式        角型鋼板製 

2) 数  量                ２ 基 

3) 主要項目（１基につき） 

材  質       一般構造用圧延鋼 

延  長       2.5 m 程度 

4) 設計基準 

(1) 必要に応じて整流版を組み込むものとすること。 

(2) 保温施工すること。なお、ラッキングはステンレス鋼板（屋外 0.35mm 厚以上）とする

こと。 
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３ 煙突防音補強【交付金対象外事業】 

本工事は煙突の旧バイパスダクト開口部にある遮蔽板から発生している騒音を防止するも

のであり、必要な騒音防止対策を講じるものする。 

1) 形  式        遮蔽板 

2) 数  量                １ 箇所 

3) 主要項目（１基につき） 

材  質       一般構造用圧延鋼／モルタル詰め 
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第３節 灰出し設備 

 

１ 炉下コンベヤ【交付金対象事業】 

本装置は、装置の高効率化や間欠運転化に伴って更新をおこなうものである。 

1) 形  式        フライトコンベヤ 

2) 数  量                １ 基(2 号炉) 

3) 主要項目（１基につき） 

能  力         t/h 

電 動 機       200V× P×  kW(高効率型) 

駆動方式       電動式 

運転制御       間欠運転制御 

操作方式       自動、遠隔・現場手動 

主要部材質      一般構造用圧延鋼 

4) 設計基準 

(1) コンベヤは減速機付きとすること。 

(2) 粉じんの飛散及び拡散の防止対策を行うこと。 
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第４節  建築機械設備 

 

１ 給気ファン【交付金対象事業】 

本装置の更新は別途発注者が計画するストーカ炉の水冷化システム導入に伴っておこ

なうものです。また、風圧についても炉の円滑な燃焼に必要かつ十分な静圧を有するも

のとします。なお、定期的な炉内清掃用として使用することができるものとする。 

1) 形  式        ターボ型／高効率・INV 仕様 

2) 数  量                 １ 基 

3) 主要項目（１基につき） 

風  量         ㎥/min 

風  圧         MPa 

風量制御方式 

風量調整方式     回転数制御方式 

電 動 機       200V× P×  Kw(高効率型) 

操作方式       自動、遠隔・現場手動 

4) 設計基準 

(1) ドレン抜きをファンケーシングに設けること。 

(2) ファンの点検、清掃が容易に行えるように点検口を設けること。 

(3) 据付けに際しては振動防止対策を講じること。 

5) その他(付属機器)     鉄工フード、チャンバー 
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第５節 電気・計装設備 

 

１ 幹線動力設備【交付金対象事業】 

1）電気設備 

本工事で使用する電気設備は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工

事標準仕様書（電気設備工事編）」，関係法令，規格を順守し、合理的に設計，製作

されたものとします。また、高調波抑制対策を講じた設備とすること。 

  (1) 受変電盤・配電盤設備工事        一式 

   ・改良工事に伴い、増設、改造等が必要となる場合、必要な設備の工事を行うこと。 

  (2) 動力設備等               一式 

・改修に伴う各制御盤、操作盤の整備工事を行うこと。 

・機械設備の増設に伴い、動力設備及び高圧引込ケーブル等の更新を行うこと。必

要があれば変圧器の更新をすること。 

・本設備は制御盤、監視盤、操作盤等から構成され、負荷の運転、監視および制御

が確実に行えるもので、主要機器は遠隔操作方式を原則とすること。（遠隔操作

になじまないものは除く）また、必要に応じ、現場にて単独操作もできる方式と

すること。 

・今回変更となる面の数量等は以下に示すとおりである。 

1）形  式            【鋼板製屋内閉鎖自立形】 

2）数  量           計【５】面 

(1)    インバータ盤                ４００Ｖ級 

(2)    インバータ盤                 ２００Ｖ級 

(3)    コンバータ盤         ４００Ｖ級 

 

 

 （3) 照明及び配線工事            一式 

・本工事において各設備の交換、増設において照度が不足する箇所は、照明を増

設し、十分な明るさを確保すること。 

 

2） 計装設備 

改良工事に伴い、必要な機器の交換及び設置を行うものとし、以下の計装機能を改

修に必要な箇所に適切なスペックのものを計画すること。 

        ・温度、圧力センサー等 

        ・流量、流速計等 
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     ・開度、回転数計等 

        ・電流、電圧、電力、電力量、力率計等 

        ・槽レベル計等 

        ・その他必要なもの 
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第６節  燃焼設備 

 

１ 炉体耐火物改良【交付金対象外事業】 

既設炉体ケーシング内耐火物に対してパッチング補修をすること。 

  1) 形  式 

  2) 数  量        ２ 炉分 

  3) 主要項目 

     施工箇所       炉体耐火物(パッチング) 

 

２ 段差シュート耐火物打替【交付金対象事業】 

既設炉内段差シュート耐火物に対して打替補修をすること。 

  1) 形  式 

  2) 数  量        ２ 炉分 

  3) 主要項目 

     施工箇所       段差シュート部(打替) 

 

 


